
チャイルド・ライフ・助成金制度

チャイルド・ライフ・スペシャリスト協会は、チャイルド・ライフ・スペシャリスト（以下CLS）の新しい取り組み、研究、学会発
表、イベント企画に対して助成を行います。この助成金は、CLSとしての活動を広げるために新しい取り組みをしたい、
研究に取り組みたい、学会で発表をしたい、イベントを企画・開催したいという意欲があるCLSの経済的な負担の軽減が
目的です。なお、年度内での予算が決められているため、先着順になります。また、より多くのCLSをサポートしたいと考
えているので、連続での申請は基本的には受け付けません。このような内容で申請できるかといったご質問や申し込み

の依頼は、協会メール（admin@jaccls.org)までお問い合わせください。
一般社団法人日本チャイルド・ライフ・スペシャリスト協会

１．目的
定款第４条(３)の「研究・調査」の一貫として、また、CLSの心理社会的支援の質を高めるために、正会員の活動を支援
する。

２．助成の対象
チャイルド・ライフ実践の質の向上や改善に役立つ取り組み、研究/調査、イベント企画、先駆的で未発表の研究、学会
発表であること。既に他の助成を受けていたり、所属施設で経費が出るものは除く。

３．応募資格・要件
1. チャイルド・ライフ・スペシャリスト協会会員歴２年以上で、認定チャイルド・ライフ・スペシャリストとして臨床経験のあ

る個人あるいはチーム。（学生のときから会員だった方は、CLS１年目からでも応募できる）
2. 他の助成を受けていたり、所属施設から経費がでていないこと。

3. チャイルド・ライフに関係のある、研究/調査、取り組み、イベント、研究、学会発表であること。
4. 大学・大学院の学生が取り組む修士論文・博士論文に関する研究、それらの発表ではないこと。

5. 倫理的に配慮された内容であること。研究の場合は、研究施設や病院等の所属機関の倫理委員会で承認を受けて

いること。

6. 関係所属長の許可・推薦があること。

４．助成金額
研究は15万円を限度とする。新しい取り組み、イベント開催、学会発表は5万円を限度とする。記載された必要経費を参
考に理事・監事が審査し助成金額を決定する。

５．応募方法
「チャイルド・ライフ助成金応募申請書」（申請様式１）に必要事項を記載し提出する。

６．助成金の使途
1. 物品費（活動や研究に必要な消耗品や器材等）

2. 人件費と謝金（受領者本人以外の者（イベント関係者など）からの協力・助言・参加に対する謝礼。外注作業や学生

アルバイトは謝金の対象とする）

3. 旅費（活動や研究のための出張（調査・学会出席等）に伴う交通費、宿泊費、イベント関係者の交通費、宿泊費。）

＊研究の場合は、原則として、受領者本人の旅費とする。共同研究者等の旅費は受領者の出張に同行する場合に

限る（同行を証明できるようにすること）

4. 図書費（活動に直接必要な図書）

5. 事務費（通信費、活動に直接必要な郵便料、通信料等）

6. その他（学会への参加費、活動に必要な会議・話し合いにおける経費、雑費（手数料等） 等）

＊助成金を所属施設へ支払う間接経費に充当することはできない。
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＊残余金が生じた場合は、会計報告書提出と同時に協会へ返金すること。

７．応募期限
随時。予算に達した時点で終了。

８．審査・選考方法
1. 審査：　理事・監事が審査委員会において選考する。

2. 選考方法：応募資格・要件を確認後、要件を満たしたものについて、内容を審査して選考する。

3. 審査結果：　　「チャイルド・ライフ助成金審査結果通知書」により、応募者本人に通知する。

９．助成金の請求および会計報告
1. チャイルド・ライフ助成金を、チャイルド・ライフ・スペシャリスト協会にメールで請求する。その際、振込先の口座を指

定する。

2. チャイルド・ライフ・スペシャリスト協会から助成金を受領後、受領したことをチャイルド・ライフ・スペシャリスト協会に

メールで報告する。

3. 活動終了後、後日送付する「チャイルド・ライフ助成金会計報告書」（申請様式２）を提出する。

１０．期間および成果の報告
1. 採択された活動の期間は原則１年以内とし、成果を「チャイルド・ライフ取り組み助成　活動報告書」として提出する

こと（様式は自由）。期間が１年以上と想定される場合、申請時から１年毎に変更届（申請様式３）を提出する。

2. 活動・申請内容の変更がある場合は変更届（申請様式３）を提出する。

3. 研究/調査の場合、次年度の医療・心理・教育系等学会および「チャイルド・ライフ・スペシャリスト協会総会」におい
て発表又は報告すること。

4. 研究の場合は、学会発表後、研究論文をチャイルド・ライフ・スペシャリスト協会に提出のこと。

１１．提出先・問い合わせ先
一般社団法人日本チャイルド・ライフ・スペシャリスト協会　チャイルド・ライフ助成金担当　E-mail admin@jaccls.org
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